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○大磯港賑わい創出施設の設置、管理等に関する条例施行規則  

平成 29年 12月 28日大磯町規則第 18号  

大磯港賑わい創出施設の設置、管理等に関する条例施行規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、大磯港賑わい創出施設の設置、管理等に関する条例（平成 29

年大磯町条例第 11号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定め

るものとする。  

（指定管理者の公募）  

第２条  町長は、指定管理者（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２第３

項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）を指定しようとするときは、公募

するものとする。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでな

い。  

（指定管理者の指定の申請書類）  

第３条  条例第７条第２項の規則で定める申請書は、大磯港賑わい創出施設指定管

理者指定申請書（第１号様式）とする。  

（事業報告書に定める事項）  

第４条  条例第 11条に規定する会計年度の終了後に提出する事業報告書の期日は 20

日以内とする。  

２  事業報告書に定める事項は次に掲げるとおりとする。  

(１ ) 指定管理業務の実施状況及び利用状況  

(２ ) 指定管理業務に係る経費等の収支状況  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項  

（施設の利用の申請及び承認）  

第５条  条例第 14条第１項に規定する施設の利用の承認を受けようとするものは、

その利用しようとする日（以下「利用日」という。）の７日前までに、大磯港賑

わい創出施設利用承認申請書（第２号様式）により指定管理者に申請しなければ

ならない。  

２  指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、その利用を承認

するときは大磯港賑わい創出施設利用承認通知書（第３号様式）により、その利

用を承認しないときはその旨を書面により申請者に通知するものとする。  

３  条例第 14条第１項に規定する施設の利用の承認を受けたものは、当該利用日に

前項の承認通知書を係員に提示し、かつ、その利用に際し係員が必要に応じて行

う指示を受けなければならない。  

（施設の利用の承認の取消し）  

第６条  指定管理者は、条例第 15条の規定により条例第 14条第１項に規定する施設

の利用の承認を取り消すときは、大磯港賑わい創出施設利用承認取消通知書（第

４号様式）よりその利用の許可を受けたものに通知するものとする。  

（利用料金の減免）  
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第７条  条例第 18条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場

合及びその額は、次のとおりとする。  

(１ ) 町、神奈川県又は国が公用のために利用する場合  免除  

(２ ) 町との共催による行事等で利用する場合  利用料金の２分の１に相当する

額の減額  

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合  町長が別に定める額

の減額又は免除  

２  利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、その利用しようとする日の

７日前までに、大磯港賑わい創出施設利用料金減免申請書（第５号様式）により

指定管理者に申請しなければならない。  

３  指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、その減額又は免

除を許可するときは、大磯港賑わい創出施設利用料金減免許可書（第６号様式）

により、許可しないときは、その旨を書面により申請者に通知するものとする。  

（利用料金の還付）  

第８条  条例第 19条の規定により利用料金の全部又は一部を還付することができる

ときは、施設利用者の責めによらない理由により、施設を利用することができな

くなったときとする。  

（町長による管理運営）  

第９条  町長が賑わい創出施設の運営管理を行うときは、第５条から前条までの規

定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  

読み替えられる規定  読み替えられる字句  読み替える字句  

第５条から第８条まで  指定管理者  町長  

第５条（見出しを含む。）、第６条

（見出しを含む。）、第７条（見出

しを含む。）及び第８条（見出しを

含む。）  

利用  使用  

第５条（見出しを含む。）、第６条

（見出しを含む。）、第７条（見出

しを含む。）及び第８条（見出しを

含む。）  

承認  許可  

第 17条（見出しを含む。）、第 18条

（見出しを含む。）及び第 19条（見

出しを含む。）  

利用料金  使用料  

第５条第１項及び第２号様式  大磯港賑わい創出施設

利用承認申請書  

大磯港賑わい創出

施設使用許可申請

書  

第５条第２項及び第３号様式  大磯港賑わい創出施設 大磯港賑わい創出
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利用承認通知書  施設使用許可通知

書  

第６条及び第４号様式  大磯港賑わい創出施設

利用承認取消通知書  

大磯港賑わい創出

施設使用許可取消

通知書  

第７条及び第５号様式  大磯港賑わい創出施設

利用料金減免申請書  

大磯港賑わい創出

施設使用料減免申

請書  

第７条及び第６号様式  大磯港賑わい創出施設

利用料金減免許可書  

大磯港賑わい創出

施設使用料減免許

可書  

（補則）  

第 10条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、条例の施行の日から施行する。  

（準備行為）  

２  大磯港賑わい創出施設の設置及び管理に関し必要な手続その他の準備行為は、

この規則の施行前においても行うことができる。  
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第１号様式（第３条関係）  
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第２号様式（第５条関係）  
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第３号様式（第５条関係）  
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第４号様式（第６条関係）  
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第５号様式（第７条関係）  

 



9/9 

第６号様式（第７条関係）  

 


